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第１章 総論 

１、基本理念 

本計画は、将来の市民ニーズの変化を見据えた市民本位のまちづくりと持続可能な財

政運営を可能とするため、公共建築物や道路、橋梁、上下水道、公園等のいわゆるイン

フラを含む公共施設等（以下「公共施設等」という。）の計画的な整備を推進すること

基本理念とします。 

２、目的 

高度経済成長期や人口急増期に整備された公共施設等が、今後、集中的に更新時期を

迎えますが、その補修、修繕及び更新には莫大な経費が必要となります。また、公共施

設等は、災害時に最も重要な役割を担うことから、近い将来に発生が予測される南海ト

ラフ巨大地震に備えた防災、減災対策についても急務となっています。

一方で、市の財政状況は、人口減少・高齢化の進行等に起因する、市税収入の伸び悩

みや扶助費の増大等から更に厳しさが増すものと予想され、持続力のある財政運営への

影響も懸念されるところです。 

そのため、公共施設等の実態を、ハードとソフトの両面から可能な限り正確に把握

し、本計画に基づく「選択と集中」の観点から、計画的な更新・統廃合等による総量の

最適化、長寿命化、ライフサイクルコストの縮減等を図ることで、将来的に必要となる

修繕・更新費用を最小化・平準化していく、いわゆる「公共施設マネジメント」を推進

していく必要があります。 

３、公共施設マネジメント 

公共施設マネジメント導入の必要性

<公共施設等の実態>
公共施設の老朽化、施設に求められる

機能の変化等による更新への要望

など

<地方公共団体を取り巻く課題>
・人口減少と高齢化の進行

・税収減、福祉関連支出の増加

・市民ニーズの多種多様化 など

単なる更新計画、保全計画ではなく、
マネジメントの視点を持った計画が必要

公共施設マネジメントとは・・・
保有する公共施設を総合的に把握し、財政運営と連動しながら管理・活用する仕組み
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４、計画の対象 

本市の保有する全ての公共建築物及びインフラが計画の対象となります。 

５、計画の位置付け 

 本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」の行動計画【地方版】であると同時

に、市の最上位計画である「富田林市総合計画」を下支えする計画となります。そのた

め、計画の推進にあたっては、同じく総合計画に基づいて策定された、「富田林市都市計

画マスタープラン」等の分野別計画との整合を図ります。 

６、計画の期間 

公共施設等の寿命は数十年に及ぶことから、中長期的な視点による計画策定が重要と

なります。 

本計画では、今後の更新等が最も大きな課題となる公共建築物の耐用年数を６０年、

建築後３０年で大規模改修を実施すると仮定した場合に１９６０年代半ばからの概ね３

０年間に整備された公共建築物の更新・大規模改修の時期が、令和２２年（２０４０

年）までの間に集中することになるため、計画の終期を令和２２年（２０４０年）とし

ます。 

公共施設等

市民文化系施設、社会教育系施設、スポーツ・

レクリエーション系施設、学校教育系施設、子

育て支援系施設、保健福祉系施設、医療系施設、

行政系施設、公営住宅、公園、その他など

道路、橋梁、上下水道など

公共建築物

インフラ

市民文化系施設、社会教育系施設、スポーツ・

レクリエーション系施設、学校教育系施設、子

育て支援系施設、保険福祉系施設、医療系施

設、行政系施設、公営住宅、その他など 

道路、橋梁、上下水道、公園など 

（分野別計画） 

都市計画マスタープラン 

地域防災計画 

住生活基本計画 

地域住宅計画 

立地適正化計画 
など 

総合ビジョン 

および総合計画 

（基本計画）【国】 

インフラ長寿命化基本計画

（行動計画）【国】 

各省庁が策定 

（行動計画）【地方】 

公共施設等総合管理計画 

（個別施設計画） 

（個別施設計画） 

公共建築物 

（学校、市営住宅、その他） 

道路・橋梁、 公園 

上水道、 下水道 
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７、計画の体系 

本計画は、公共施設マネジメントを実施する上での基本計画となります。 

この基本計画を基に、具体的な公共建築物の配置計画を示すものとして「公共施設再

配置計画（行動計画）」を平成３０年度（２０１８年度）に、さらに再配置計画を基に

「個別施設計画（実施計画）」を令和元年度（２０１９年度）策定し、改訂作業も進めつ

つ公共施設マネジメントを推進しています。 

なお、インフラについては、公共施設再配置計画とは別に、各個別計画を策定の上、

整備を推進しています。 

８、計画サイクル 

「公共施設等総合管理計画」については、各公共施設等の個別施設計画策定を受け

て、その内容を反映しながら適時進捗管理を行うこととし、著しい社会経済情勢や財政

状況の変動等、計画を見直す必要が生じた場合には新たな目標設定なども含め、見直し

を行うこととします。 

「公共施設再配置計画」は、概ね１０年～１５年サイクル（中期）、「個別施設計画」

は、概ね５年サイクル（短期）でＰＤＣＡサイクルを活用し進捗管理を行います。な

お、インフラについては、別途個別計画に基づいて進捗管理を実施します。 

※ＰＤＣＡサイクル…ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実施）、ＣＨＥＣＫ（評価）、ＡＣＴＩＯＮ
（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り込むことで、プロセスを不断のサイクルと
し、継続的な改善を推進するマネジメント手法です。

2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

長期

中期

短期

公共施設等総合管理計画

公共施設再配置計画（前期）

個別施設計画

公共施設再配置計画（後期）

個別施設計画 個別施設計画 個別施設計画

公共施設等総合管理計画

今後の公共施設等につい

ての基本的な方向性を示

すものであり、公共施設

マネジメントを推進する

上での基本計画となる。

公共施設再配置計画

基本計画に基づく実践を
進める上での課題を整理
し、対応方法を示す行動
計画となる。

個別施設計画

行動計画に基づく個別の公
共施設マネジメントの実践
内容を示す計画となる。

基 本 計 画

行 動 計 画

実 施 計 画

計画期間：２０４０年まで 計画期間：１０年～１５年間 計画期間：５年間

公共施設再配置計画 
（前期） 

●個別施設計画

類型別個別施設計画 

学校教育施設長寿命化計画 

市営住宅長寿命化計画 

 など 

計画期間：２０２８年まで 



4 

９、取組み体制 

本計画を推進する上では、全庁的な合意形成が欠かせません。そのため、部長級職員によ

り構成される公共施設等総合管理計画策定委員会を中心として、ＰＤＣＡによる計画の進捗

管理や必要な見直し等を適宜行います。 

また、まちづくりのあり方に関わるものであることから、市ウェブサイトにおいて「公共

施設マネジメント関係」として計画・資料の公表を通じて住民への情報提供等を実施してい

ます。今後も、市ウェブサイト等を通じて情報発信を続け、本計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 本市の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○富田林市公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱 
平成２６年６月１９日 

要綱第６２号 
最近改正 令和５年７月１１日要綱第５１号 

（設置） 
第１条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的に、富田林市公共施設等総合管理

計画（以下「計画」という。）の策定について検討及び協議するため、富田林市公共施設等総合管
理計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 
第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議する。 
（１） 公共施設等の現状把握及び分析に関すること。 
（２） 公共施設等の管理に関する基本方針に関すること。 
（３） 公共施設類型ごとの基本方針に関すること。 
（４） 計画の進捗状況等に関する評価及び改訂に関すること。 
（５） 前各号に定めるもののほか、計画策定に関し市長が必要と認めること。 
（組織） 
第３条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。 
２ 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。 
３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職

務を代理する。 
（会議） 
第４条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。 
２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を

聴くことができる。 
（専門部会） 
第５条 委員会に諮る案件のうち、あらかじめ調査研究及び調整が必要な事項について検討するため、

委員会に専門部会を設置する。 
２ 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、計画担当課で行う。 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が別に定める。 
附 則 
この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 
附 則（令和２年要綱第２８号）抄 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則（令和５年要綱第５１号） 
この要綱は、公布の日から施行する。 
 
別表（第３条関係） 

市長公室長 

総務部長 

市民人権部長 

子育て福祉部長 

子育て福祉部付部長 

健康推進部長 

産業まちづくり部長 

上下水道部長 

教育総務部長 

生涯学習部長 
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第２章 富田林市の状況 

第１節 人口構造について 

１、人口の推移 

本市の人口は、平成１４年（２００２年）１０月の１２６，７２５人をピークとし

て、平成２３年（２０１１年）以降は、年間平均約１，０００人のペースで減少を続け

ています。 

このまま人口減少が進むと令和２２年（２０４０年）には、推計人口で８３，０００

人台、将来展望人口でも９６，０００人台にまで減少が進み、令和２年（２０２０年）

との比較において最大２４％程度、人口規模が縮小するものと見込まれています。 

※推計人口･･･第２期富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定時の人口推計における
将来推計人口です。

※将来展望人口･･･第２期富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定時の人口推計にお
ける、合計特殊出生率の回復（2040 年に 2.07）と社会移動の均衡（増減ゼロ）を仮定し
た場合のシミュレーション人口です。

75,754

91,393

97,495
102,619

110,447

121,690

126,558

124,902

120,673
115,601

110,698

104,538

97,619

90,612

83,844

105,633

102,733
99,607

96,457

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

単位（人） 実績人口 推計人口 将来展望人口

推計値

※1970 年～2000 年 国勢調査

※2005 年～2020 年 富田林市人口表（各年 3 月末現在）

※2025 年～2040 年 第２期富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略における推計人口

1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000   2005  2010  2015   2020   2025  2030  2035   2040 
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２、６５歳以上人口及び高齢化率の推移 

６５歳以上人口は、平成２年（１９９０年）以降、平成２７年（２０１５年）まで急

激に増加してきました。令和２年（２０２０年）以降も増加傾向にあるものの、やや緩

和されると見込まれています。 

また、高齢化率（全人口に占める６５歳以上人口の割合）は、平成７年（１９９５

年）から令和２年（２０２０年）までの間に約１９ポイント上昇しましたが、それ以降

もこの傾向は継続し、令和２２年（２０４０年）には、最大で４１．９％に達すると推

計されています。 

3,738
5,013 6,400

7,914

10,177

13,326

17,382

21,317

25,982

30,700

33,265

33,89334,257

34,419

35,108

33,893

34,701 35,153 35,707

4.9% 5.5%
6.6%

7.7%
9.2%

11.0%

13.7%

17.1%

21.5%

26.6%

30.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

単位（人）

実績人口 推計人口 将来展望人口

高齢化率（実績） 高齢化率（推計） 高齢化率（将来展望）

推計値

単位

（高齢化率）

※1970 年～2000 年 国勢調査

※2005 年～2020 年 富田林市人口表（各年 3 月末現在）

※2025 年～2040 年 第２期富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略における推計人口

▲推計人口 32.4% 35.1% 38.0% 41.9%

●将来展望人口 32.1% 33.8% 35.3% 37.0%
高齢化率

1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020    2025  2030  2035  2040 



7 

３、０歳～１４歳及び１５歳～６４歳人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳～１４歳人口及び１５歳～６４歳人口は、２０年以上減少傾向が続いており、そ

の傾向は、特にこの１５年間で顕著なものとなっています。 

今後、１５歳～６４歳人口と構成割合については、令和２２年（２０４０年）まで、

推計人口及び将来展望人口ともに引き続き減少するものと推計されています。 

※1970 年～2000 年 国勢調査

※2005 年～2020 年 富田林市人口表（各年 3 月末現在）

※2025 年～2040 年 第２期富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略における推計人口

単位

（構成割合）

20,014

25,705 25,248 23,105
20,798 21,549 21,478 19,567

16,564 14,088 12,461

52,002
60,592 65,788 71,561

79,456

86,815 87,697
84,018

78,127

70,813
64,972

26.4% 28.2% 25.9%
22.5%

18.8% 17.7% 17.0% 15.7% 13.7% 12.2% 11.3%

68.6% 66.4% 67.5%
69.8% 72.0% 71.3% 69.3% 67.3%

64.7%
61.3%

58.7%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

単位（人） 0～14歳 15～64歳 0～14歳 15～64歳

11,050 9,616 8,406 7,617

12,145 12,061 12,713 13,228

59,596
53,746

47,787
41,120

59,596
55,971

51,741
47,521

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2025 2030 2035 2040

単位（人）

0～14歳人口（推計） 0～14歳人口（将来展望）

15～64歳人口（推計） 15～64歳人口（将来展望）

0～14歳構成割合（推計） 0～14歳構成割合（将来展望）

15～64歳構成割合（推計） 15～64歳構成割合（将来展望）

実績 

推計 
2025 2030 2035 2040

▲0～14歳 10.6% 9.9% 9.3% 9.1%
■15～64歳 57.0% 55.1% 52.7% 49.0%
◆0～14歳 11.5% 11.7% 12.8% 13.7%
●15～64歳 56.4% 54.5% 51.9% 49.3%

構成
割合

推計人口

将来展望人口
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４、平成２７年（２０１５年）と令和２２年（２０４０年）の人口比較 

平成２７年（２０１５年）と令和２２年（２０４０年）の人口を比較すると、将来展

望人口、推計人口ともに１５歳～６４歳人口が減少する一方で、６５歳以上人口は増加

すると見込まれています。総人口が減少し、高齢化が進む近年の傾向が一層顕著になる

ものと考えられます。 

※2015 年～2020 年 富田林市人口表（各年 3 月末現在）

※2025 年～2040 年 第２期富田林市まち・ひと・しごと創生総合戦略における推計人口
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第２節 財政状況について 

１、歳入（普通会計決算） 

歳入額の推移については、平成２５年度（２０１３年度）と令和４年度（２０２２年

度）とを比較すると、総額で約６７億円（１６.９％）増加しています。 

また、歳入総額に占める自主財源の構成割合を示す自主財源比率は、平成２５年度

（２０１３年度）の４９.３％から８.９ポイント減少し、４０.４％となっています。 

※自主財源…市税など地方公共団体が自主的に収入できる財源。
※依存財源…地方交付税や国庫支出金などの財源。

49.3%
47.7%

46.3% 46.6%
44.3% 44.0% 44.0%

34.5%
38.0%

40.4%

50.7%
52.3%

53.7% 53.4%
55.7% 56.0% 56.0%

65.5%

62.0%
59.6%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

単位（％） 自主財源 依存財源

歳入額の推移 

自主財源と依存財源の構成割合 
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２、市税 

市税収入については、平成２５年度（２０１３年度）から令和４年度（２０２２年

度）の推移では、途中、令和元年度（２０１９年度）に一時的に増加したものの、令和

２年度（２０２０年度）からは新型コロナウイルス感染症の影響などにより減少傾向に

あります。令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影響から回復する傾向が見られ

たことなどにより、前年度比で増加しています。 

また、市民一人あたりの市税収入額については増加傾向にあり、この１０年間の平均

では１２０，４００円となっています。 

68.4%

72.1% 72.1%

74.6%
73.6%

74.4%

70.1%

71.1%

72.9% 72.6%

62.0%
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66.0%
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70.0%

72.0%

74.0%
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80.0%
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単位（％）
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市税収入及び市民一人あたりの市税収入額 

自主財源に占める市税の割合 
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３、歳出（普通会計決算）

歳出額については、平成２５年度（２０１３年度）と令和４年度（２０２２年度）と

を比較すると、総額で約６５億円（１６．７％）増加しています。 

この間の性質的歳出額の構成割合は、義務的経費が令和２年度（２０２０年度）を除

いて５０％以上を占める状況が続いており、投資的経費については令和元年度（２０１

９年度）まで増加していましたが、令和２年度（２０２０年度）から減少しています。 

※義務的経費…支出が義務付けられている経費。（人件費､扶助費､公債費）
※投資的経費…普通建設事業費（道路、橋梁、学校、公園など各種社会資本の新増設事業に

必要な経費）のように、支出の効果が資本形成として現れる経費。

52.2%
55.2%

53.3%
55.8%

53.1% 53.3%
51.6%
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歳出額の推移 

性質別歳出額の構成割合 
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歳出額の内訳別推移については、平成２５年度（２０１３年度）と令和４年度（２０

２２年度）とを比較すると、人件費では約７２億円から約９億円増加して約８１億円

に、扶助費では約１０８億円から約３４億円増加して約１４２億円となっています。 

また、繰出金においては、平成２５年度（２０１３年度）と令和４年度（２０２２年

度）では、約５７億円から約９億円減少し、約４８億円となっています。 

これを構成割合でみると、人件費は１８.５％から０.６ポイント減少して１７.９％

に、扶助費は２７.９％から３.５ポイント増加して３１.４％となっています。 

※各項目の数値については、四捨五入により百万円単位にしていますので、歳出合計と一
致しない場合があります。

※公債費･･･地方公共団体が借り入れた借金の元利償還金など。
※扶助費･･･社会保障制度の一環として、生活困窮者、高齢者、児童、心身障がい者等に
対して行っている様々な支援に要する経費。

歳出額の内訳別推移 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

■積立金 680 691 1,555 283 349 422 549 638 1,851 1,502

■繰出金 5,744 4,785 5,409 4,148 4,288 4,273 4,597 4,727 4,769 4,761

■災害復旧金 49 218 56 12 177 266 25 13 5 6

■普通建設事業費 3,186 2,504 2,316 2,473 4,402 3,965 5,913 4,149 2,586 2,159

■投資及び出資金・貸付金 1,385 1,307 1,220 1,143 1,140 1,139 1,137 1,138 1,057 977

■補助費等 2,538 2,703 2,726 3,530 3,464 3,422 3,415 15,031 4,195 4,595

■維持補修費 304 278 276 302 280 277 286 287 288 292

■物件費 4,664 4,777 4,936 4,978 5,037 5,027 5,286 5,408 5,875 6,109

■公債費 2,232 2,347 2,204 2,323 2,428 2,421 2,746 3,146 3,204 2,497

■扶助費 10,803 11,245 11,207 11,581 11,738 11,553 12,170 12,497 15,554 14,223

■人件費 7,189 7,707 7,725 7,395 7,517 7,485 7,680 7,949 8,207 8,110
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４、市債 

市債残高については、平成２８年度（２０１６年度）までは、ほぼ横ばいでしたが、

平成２９年度（２０１７年度）以降は地方交付税として交付すべき財源の不足を補てん

するための、臨時財政対策債の発行等の影響により増加傾向となっていました。令和元

年度（２０１９年度）にピークとなり減少へ転じたものの、今後は市庁舎の更新等のた

めの市債発行が見込まれるため、市債残高の増加が予想されています。 

※市債…学校や福祉施設等を建設する場合のように、多額の費用が必要なもののために、市
が、政府・地方公共団体金融機構等から調達する長期的な借入金。

※臨時財政対策債…地方一般財源の不足を補うために特例として発行される地方債。必要に
応じて地方公共団体が発行し、償還費用は普通交付税の基準財政需要額に算入され全額国
が負担する。

５、財政力指数

財政力指数は、財政基盤の強さを表す指標で、標準的な行政活動を行うために必要な

財源を、地方公共団体が自力でどれくらい準備できるかを示したものです。この数値が

大きいほど財政力が豊かであるということを表しており、１ポイントを超えた場合に

は、普通交付税は交付されません。 

本市の財政力指数は、平成２５年度（２０１３年度）と令和４年度（２０２２年度）

とを比較すると、マイナス０．０１ポイントとなっており、ほぼ横ばいとなっていま

す。また、大阪府内の都市平均との比較においては、約０．１ポイント低い値で推移し

ています。 
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６、経常収支比率 

経常収支比率は、財政構造の弾力性を示す指標で、市税や地方交付税、地方譲与税等

の経常的に収入される一般財源が、人件費、扶助費、公債費等の経常的に支出する経費

に、どのくらい充てられているかを示したものです。 

一般的には、７５％程度が望ましく、８０％を超えると財政構造の弾力性が失われつ

つあると評価されます。弾力性とは、例えば普通建設事業費等の臨時的な経費に充てる

ことができる一般財源の余力がどの程度あるかということです。 

本市の場合、令和元年度（２０２０年度）まで９０％台を推移し、令和３年度（２０

２１年度）に、地方交付税など歳入増加の影響等により、８０％台になりましたが、令

和４年度の値は再び上昇しており、今後も９０％台での推移が見込まれています。平成

２７年（２０１５年）以降は府内都市平均に比べ低く推移していますが依然、９０％を

上まわっており、弾力性のある財政構造を保っているとは言えません。 
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７、実質公債費比率 

実質公債費比率は、地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する

指標として用いられています。これは、公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出

金などを算入したものとなっています。 

この比率が１８％を超えると、地方債協議制度移行後も、地方債の発行にあたって大

阪府の許可が必要となります。平成２０年（２００８年）４月１日より「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律」が施行されたことに伴い、健全化判断比率の一つとなり

ました。 

本市の場合は、府内都市平均と比べても低い値で推移しています。 

 

※公債費…過去の地方債の返済に係る元利償還金と、一時借入金の利子。
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８、有形固定資産減価償却率 

有形固定資産減価償却率は、地方公共団体の資産の老朽化を表す指標です。 

本市で保有している公共建築物等における推移をみると、平成２９年と令和元年度に

は、それぞれの年度の取組みにより償却率が低下していますが、いずれも６０％を超え

ており、老朽化した施設が相当数存在していることを示しています。 

※1 2017 年度 きらめき創造館の新築、給食センターの新築により低減

※2 2019 年度 (旧)福祉青少年センターの売却や富田林病院の譲渡により低減

※1

※2
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９、投資的経費の推移と見込み 

投資的経費のうち最も多い普通建設事業費の推移について、平成２５年度（２０１３

年度）から令和４年度（２０２２年度）では、最も少なかったのは令和４年度（２０２

２年度）の約２１億５千９百万円、最も多かったのは令和元年度（２０１９年度）の約

５９億１千３百万円であり、１０年間の平均は約３３億６千５百万円となっています。

特に、平成２９年度（２０１７年度）から令和２年度（２０２０年度）にかけては、き

らめき創造館や給食センターの更新、市営若松団地の再整備や富田林病院建替事業など

により、高い水準での普通建設事業費となっています。 

令和７年以降については、新庁舎建設事業費等の増加が見込まれることから、今後の

具体的な施設整備計画の見通しを立てるに際しては、将来的な公債費負担が過大となら

ないよう、普通建設事業費の総額を過去１０年間の平均額である約３３億円程度とし、

毎年の財政運営を安定させるためにも、普通建設事業費に占める一般財源の額について

も過去１０年間の平均である約１０億円程度に抑制する必要があります。 

平均 33 億 6 千 5 百万円 

単位：百万円 

単位：百万円 

一般財源の目安１０億円 
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１０、公営企業会計（水道事業） 

平成２５年度（２０１３年度）と令和４年度（２０２２年度）との比較において給水

人口は、７.５ポイント減（８,７５８人減）、有収水量は１１.７ポイント減（１,４９５

千㎡減）と減少を続けています。 

水道事業収益及び事業費用の推移については、平成２６年度（２０１４年度）以降に

やや増加傾向となっていますが、これは地方公営企業会計基準の見直しの影響によるも

ので、増加の要因として収益では長期前受金戻入額の計上、費用では減価償却費の増加

が挙げられます。 

給水人口と有収水量の推移 

水道事業収益及び事業費用の推移 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

給水人口 116,466 115,578 114,622 113,701 112,586 111,620 110,690 109,642 108,506 107,708

有収水量 12,743 12,443 12,149 12,118 11,985 11,769 11,674 11,782 11,518 11,248

給水人口と有収水量の推移 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

水道事業収益 2,007,345 2,467,621 2,403,542 2,401,974 2,383,452 2,280,715 2,451,204 2,428,611 2,301,215 2,457,926

水道事業費用 1,783,697 2,073,277 2,054,703 2,031,014 2,131,912 1,973,812 2,652,908 2,357,382 2,132,280 2,243,831
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利益の推移については、平成２６年度（２０１４年度）において純利益、純利益対総

収益率が大幅に増加していますが、これは地方公営企業会計基準の見直しの影響による

もので、長期前受金戻入額を純利益に計上することになったためです。しかし、純利益

は平成２６年度（２０１４年度）をピークに減少傾向に転じています。 

※純利益…水道事業収益から事業費用を差し引いた差額。

※純利益対総収益率…（純利益÷総収益×100）総収益の内、最終的に企業に残された純

利益の割合を示すものでマージンを表すものである。

平成２６年度（２０１４年度）において、流動資産対固定資産比率、流動資産構成比

率が大幅に増加していますが、これは地方公営企業会計基準の見直しの影響によるもの

で、みなし償却の廃止により、固定資産額が大幅に減少したことの影響です。その後、

平成２７年度（２０１５年度）をピークに減少傾向が続いています。 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

純利益 223,647 394,344 348,839 370,960 251,540 306,903 △ 201,705 71,229 168,935 214,095

純利益対
総収益率
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 地方公営企業会計基準の見直しにより、平成２６年度（２０１４年度）から借入資本

金を負債に計上することとなったため、流動負債、固定負債の構成比率が増加していま

す。 

※自己資本構成比率･･･（資本金＋剰余金＋評価差額等＋繰延収益）÷（負債＋資本）×100

※流動負債構成比率･･･流動負債÷（負債＋資本）×100

※固定負債構成比率･･･固定負債÷（負債＋資本）×100

（上記算出式は、平成 26 年度（2014 年度）会計基準見直し後のもの）

修繕費の推移は、各年度において、実際に修繕を行った額（予算執行額【修繕引当金

操入額】を除く）に、修繕引当金取り崩し額を合わせた額を集計したものです。 

修繕費の推移 

経営指標② 
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１１、考察 

歳入については、人口減少や高齢化等の影響により、歳入の根幹となる市税等の自主

財源が減少し、国の地方財源保障制度として配分される地方交付税等の依存財源の割合

が増加しています。歳入額全体としては、臨時的な要因を除くと減少傾向になると思わ

れますが、今後の国の地方交付税制度に係る動向に依る部分が多いため、不透明な状態

です。 

一方、歳出については、高齢化等による社会保障費の自然増、とりわけ介護保険事業

や後期高齢者医療に係る支出の増加が見込まれます。さらに、老朽化が進む公共建築物

やインフラの更新・維持管理等に要する経費が増加するとともに、その財源として地方

債を発行することにより、公債費が増加することも見込まれます。そのため、今後も安

定した財政運営を行うためには、適切な施設整備を図ることで普通建設事業費の抑制を

図りつつ、公債費の平準化に取り組む必要があります。

水道事業については、給水人口及び有収水量ともに減少傾向が続いています。水道事

業収益及び事業費用は、いずれも毎年２５億円以内でしたが、この１０年間ではやや増

加傾向にあり、令和４年度（２０２２年度）に事業収益、事業費用のいずれも２５億円

を超過し、純利益は平成２６年度（２０１４年度）をピークに減少しています。 

修繕費は令和２年度（２０２０年度）に約２．４億円の支出があり、今後も老朽化対

策等による支出が見込まれます。 
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第３節 公共施設等の現状及び将来更新費用の推計について 

１、公共建築物の保有状況「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

公共建築物の敷地面積については、全体で８３万１,６９２.１１㎡、学校が５８.０％

で全体の約６割を占めています。 

延床面積については、全体で３１万４,９６３.８４㎡、そのうち学校が４９.２％と全

体の半分近くを占め、次いで公営住宅の１１．３％となっています。

公共建築物の敷地面積の内訳 敷地面積 

83 万 1,692.11 ㎡ 

公共建築物の延床面積の内訳 延床面積 

31 万 4,963.84 ㎡ 

集会施設 , 

2.2%

文化施設 , 

1.3%
図書館 , 

0.9%

歴史文化施設 , 

0.4%

スポーツ施設 ,

8.1%
レクリエーショ

ン・観光施設 ,

0.7%

学校, 

58.0%

その他（教育） , 

0.8%

幼稚園 ・保育所 , 

3.5%

児童施設, 

0.0%

高齢福祉施設 , 

2.3%

児童福祉施設, 

0.1%

保健施設, 

0.2%

その他（福祉） , 

0.7%

医療施設 , 

0.1%

庁舎等 , 

1.1%

消防施設 , 

0.5%

その他 （行政）, 

0.2%

公営住宅, 

5.6%

その他, 

13.4%

集会施設

文化施設

図書館

歴史文化施設

スポーツ施設

レクリエーション・観光施設

学校

その他（教育）

幼稚園 ・保育所

児童施設

高齢福祉施設

児童福祉施設

保健施設

その他（福祉）

医療施設

庁舎等

消防施設

その他 （行政）

公営住宅

その他

集会施設 , 

7.9% 文化施設 , 

3.4%

図書館 , 

1.2%

歴史文化施設 , 

0.8%

スポーツ施設 ,

2.9%

レクリエーション・

観光施設 , 1.0%

学校, 

49.2%

その他（教育） , 

1.9%

幼稚園 ・保育所 , 

4.4%

児童施設, 

0.9%

高齢福祉施設 , 

4.5%

児童福祉施設, 

0.4%

保健施設, 

0.3%

その他（福祉） , 

0.8%

医療施設 , 

0.5%

庁舎等 , 

4.5%

消防施設 , 

2.1%

その他 （行政）, 

0.4%

公営住宅, 

11.3%

その他, 

1.6%

集会施設

文化施設

図書館

歴史文化施設

スポーツ施設

レクリエーション・観光施設

学校

その他（教育）

幼稚園 ・保育所

児童施設

高齢福祉施設

児童福祉施設

保健施設

その他（福祉）

医療施設

庁舎等

消防施設

その他 （行政）

公営住宅

その他



23 

施設類型別一覧 
施設類型 用途分類名称 延床面積（㎡） 構成（％） 敷地面積（㎡） 構成（％） 公共建築物名称 

市民文化系 

集会施設 24,845 7.9% 18,165 2.2% 

きらめき創造館 

すばるホール 

コミュニティーセンター

高辺台集会所

東公民館

文化施設 10,659 3.4% 10,840 1.3% 
市民会館 

人権文化センター 

社会教育系 

図書館 3,639 1.2% 7,303 0.9% 
中央公民館図書館 

金剛公民館図書館 

歴史文化施設 
2,537 0.8% 3,346 0.4% 

旧杉山家住宅 

寺内町センター 

埋蔵文化財センター 

じないまち交流館 

旧田中家住宅 

じないち展望広場 

スポーツ・

レクリエーショ

ン系

スポーツ施設 9,067 2.9% 67,729 8.1% 

市民総合体育館 

総合スポーツ公園 

青少年スポーツホール 

市民プール 

レクリエーション

観光施設 
3,142 1.0% 5,570 0.7% 

農畜産物処理加工施設 

自然活用総合管理施設 

体験農業園地等管理施設 

農林漁業体験実習館 

にこにこ市場 

青少年教育キャンプ場 

観光交流施設きらめきファクトリー 

学校教育系 
学校 155,082 49.2% 482,422 58.0% 

小学校（16 校） 

中学校（8校） 

その他（教育） 5,989 1.9% 6,491 0.8% 
給食センター（1ヶ所） 

中学校給食施設（8ヶ所） 

子育て支援系 
幼稚園 ・保育所 13,814 4.4% 29,254 3.5% 

幼稚園（13 ヶ所） 

保育園（6ヶ所） 

児童施設 2,912 0.9% 学校教育系施設で計上 学童クラブ（16ヶ所） 

健康福祉系 

高齢福祉施設 14,081 4.5% 18,757 2.3% 

シルバー人材センター

老人憩いの家（10ヶ所）

高辺台プラザ

富田林市ケアセンター

児童福祉施設 1,403 0.4% 1,140 0.1% 児童館 

保健施設 1,035 0.3% 1,455 0.2% 保健センター 

その他（福祉） 2,407 0.8% 5,578 0.7% 総合福祉会館 

医療系 医療施設 1,508 0.5% 1,131 0.1% 
休日診療所 

新堂診療所 

行政系 

庁舎等 14,235 4.5% 9,263 1.1% 
市庁舎 

金剛連絡所 

消防施設 6,600 2.1% 4,170 0.5% 

消防庁舎 

消防署金剛分署 

分団消防車庫（7か所） 

その他 （行政） 1,121 0.4% 1,329 0.2% 
水防用等倉庫 

防災倉庫 

公営住宅 公営住宅 35,734 11.3% 46,640 5.6% 市営住宅（若松・甲田・錦織） 

その他 その他 5,155 1.6% 111,110 13.4% 

喜志駅自転車駐輪場 

富田林斎場 

富田林霊園 

葛城温泉 

合計 314,964 100.0% 831,692 100.0% （2023 年 3月末時点） 

※延床面積及び敷地面積に記載されている数値については、本市保有の全施設の総合計を記載。

※公共建築物名称･･･延床面積が 200 ㎡以上（200 ㎡以下でも居室等を備えている）有する主な施

設を抜粋。
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単位（延床面積：㎡）

市民文化系施設 社会教育系施設 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 子育て支援施設

保健・福祉施設 医療施設 学校教育系施設 行政系施設

公営住宅 公園 その他 人口

２、公共建築物の整備状況「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

本市が保有している主な公共建築物は１３２施設となっています。 

このうち旧耐震基準（※１）で建築されたものは、１５万１０８６㎡（４８．０％）、

新耐震基準で建築されたものが、１６万３,８７８㎡（５２．０％）となっています。ま

た、旧耐震基準で建築されたもののうち（P２４参照）、耐震化未実施建築物（※２）は

１万９，４０６㎡（１２．５%）となっており、保有する公共建築物全体の割合では６．

２%となります。 

一般的に大規模改修（※３）が必要となる目安は、築３０年以上の建築物とされてい

ますが、本市の公共建築物の現状を築年別割合でみると、築４０年以上の建築物が４９.

３％（１５万５,２４９㎡）あり、ここに築３０年から３９年までの建築物を加えた全体

の７４.７％（２３万５,３９７㎡）が、この目安に該当することになります。 

こうした現状から、公共建築物のあり方は大きな課題となっています。 

 

 

（２０２３年３月末時点）

公共建築物の築年別整備状況 

築 50 年以上 築 0～19 年 

63,923 ㎡ 80,148 ㎡ 

総面積：３１.5 万㎡ １人当たり：２.９２㎡/人 

新耐震基準（1982 年以降） 

16 万 3,８78 ㎡（52.0％） 

20.3％ 29.0％ 25.4％ 

旧耐震基準（1981 年以前） 

15 万 1,086 ㎡（48.0％） 

10.8％ 

45,578 ㎡ 

築 40～49 年 

14.5％ 

築 20～29 年 築 30～39 年 

33,988 ㎡ 91,326 ㎡ 

人口 

（人） 

築 30 年以上：74.7％ 



25 

（2023 年 3 月末時点） 

（※１）旧耐震基準・新耐震基準 

新耐震基準とは昭和５６年（１９８１年）に改正された建築基準法に定められている新

しい耐震基準のことで、昭和５６年（１９８１年）以前の耐震基準のことを旧耐震基準と

呼んでいます。また、新耐震基準における建築物の強度は、震度６強から震度７に達する

程度の揺れでも建築物が倒壊・崩壊しないような基準となっています。 

（※２）耐震化未実施建築物 

 旧耐震基準で建設された建築物の内、耐震診断を実施していない又は耐震診断の結果、

新耐震基準を満たしていないと判定された建築物です。 

（※３）大規模改修 

建築物は耐用年数が異なる多種な材料（屋根材、外壁材、内装材（天井、壁、床）、給排

水設備、空調機、換気設備、建具等）によって形成されているため、一定年月が経過する

と交換が必要です。それらすべてを交換することを大規模改修と表現しています。但し、

耐震補強や、アスベスト除去等は大規模改修に含まれません。 
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単位（延床面積：㎡）

耐震化未実施 耐震化実施済・耐震化不要

延床面積（㎡）

公共建築物の耐震化の状況 耐震化未実施 
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３、施設保有量の推移 

延べ床面積総量の推移では、平成３０年度（２０１８年度）以降、減少傾向にありま

す。 

平成２９年度（２０１７年度）には、給食センターやきらめき創造館の建設などを実

施したため保有面積が増加していますが、平成３０年度（２０１８年度）に富田林病院

等の譲渡により減少しました。その後、若松団地の再整備や機能統合した施設の廃止な

どの取組みにより、直近５年間では延べ床面積で約６．６千㎡が減少しています。 

いっぽう、市民１人あたりの公共施設の延床面積（公共建築物の延床面積／人口）の

推移では、平成３０年度（２０１８年度）以降、増加傾向にあります。 

これは、施設保有総量の減少量より、人口減少の影響が大きいことによります。 

（参考）人口の推移 （単位：人） 

年度 平成 28年度 

(2016 年度) 

平成 29年度 

(2017 年度) 

平成 30年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和 2年度 

(2020 年度) 

令和 3年度 

(2021 年度) 

令和 4年度 

(2022 年度) 

人口 113,709 112,594 111,628 110,698 109,650 108,514 107,716 
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４、過去に行った対策の実績 

平成２８年（２０１６年）の本計画策定後、平成３０年（２０１８年）には具体的な

公共建築物の配置計画を示すものとして「公共施設再配置計画（前期）」を、さらに令和

元年（２０１９年）から令和３年（２０２１年）にかけて「個別施設計画」を策定し、

公共施設マネジメント基本方針を具現化する指針を示すことで、その取組みを推進して

まいりました。具体的な取組み事業は次のとおりです。 

第１、第２給食センターを機能統合し更新【総量の適正化】 

・第１給食センター・第２給食センター 合計 4,069.68 ㎡

・（新）給食センター 3,976.92 ㎡

更新費用の削減 対策の効果額 約３０百万円 

富田林病院、富田林病院健診センターの民間譲渡【総量の適正化】 

・従前保有施設 床面積 19,397.25 ㎡

・譲渡先建設 床面積  23,033.68 ㎡

市事業による直接更新費用と譲渡先への補助金の差額

更新費用の削減 対策の効果額 約２，９００百万円 

若松団地の再整備【総量の適正化】 

・若松団地を含む市営住宅の総量 平成２６年度 床面積 39,985.46 ㎡

・同 令和４年度 床面積 36,588.82 ㎡ 

更新費用の削減 対策の効果額 約９５１百万円 

喜志駅地下自転車駐車場の貸付【ライフサイクルコストの削減】 

・行政財産として指定管理者制度導入に伴う利用料金の還元

年平均 1,845,545 円

残耐用年数 ３５年

・普通財産として貸付先による大規模修繕などの実施（予定）

維持管理費用の最適化 対策の効果額 約２０５百万円 
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５、公共施設等の将来更新費用の推計についての前提条件 

 公共建築物及びインフラの将来更新費用の試算方法については、総務省の「公共施設

等総合管理計画の策定にあたっての指針」において活用が推奨されている「公共施設等

更新費用試算ソフト」を使用し試算します。 

６、公共建築物の将来更新費用の推計「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

■ 従来型推計

令和４４年（２０６２年）までの４０年間の公共建築物の更新費用の総額は、 

１，５２０．９億円となり年間更新費用の平均額が約３８．０億円となります。 

（2023 年 3 月末時点） 

（１）試算に関する基本的な考え方

 将来更新費用の試算については、建替え、大規模改修について更新年数経過後に、現

在と同じ延床面積等で更新すると仮定し、延床面積等の数量に更新単価を乗じることと

します。また、建替え、大規模改修の種類ごとに、調査年度から４０年度分の更新費用

を試算します。 

（２）数量の考え方

 数量については、過去６０年分は公有財産台帳より把握した年度ごとの延床面積を用

いることとし、昭和２５年（１９５０年）以前の公共建築物については、合計した延床

面積を用います。 
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（３）耐用年数・更新の考え方

以下の項目を推計条件として設定します。 

①建替え

（ア）更新年数・・・６０年と設定します。

（イ）建替え期間・・建替えは、設計、施工と複数年度にわたり費用がかかること

を考慮し、単年度に負担が集中しないように建替え期間を３年と設定します。

②大規模改修

（ア）実施年数・・・３０年と設定します。

（イ）修繕期間・・・大規模改修は、設計、施工と複数年度にわたり費用がかかるこ

とを考慮し、単年度に負担が集中しないように修繕期間を２年と設定します。

③設定年数の根拠

設定年数については、日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」による標

準的な耐用年数である６０年を採用します。なお、建物附属設備（電気設備、昇降機

設備等）及び配管の耐用年数が概ね１５年であることから２回目の改修である建築後

３０年で公共建築物の大規模改修を行い、その後３０年で建替えると仮定します。 

また、試算の時点で、建築時からの経過年数が３１年以上５０年以下のものについ

ては、今後１０年間で均等に大規模改修を行うと仮定し、建築時より５１年以上経て

いるものについては建替えの時期が近いため、大規模改修は行わずに６０年を経た年

度に建替えると仮定します。 

（４）更新単価の設定の考え方

公共施設等の建築物の種類ごとの更新（建替え）と大規模改修の単価については、公

共建築物の種類により建物構造等が異なることから、できる限り現実に即したものとす

るために、既に更新費用の試算に取り組んでいる地方公共団体の調査実績、設定単価等

を基に用途別に４段階の単価を設定します。 

この単価は、落札価格ではなく、予定価格又は設計価格を想定して設定します。 

なお、大規模改修の単価は、通常建替えの５～６割ですが、本試算では単価を６割と

設定します。 

（参考）更新（建替え）及び大規模改修の単価 

公共建築物の種類 更新（建替え） 大規模改修 

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 ４０万円／㎡ ２５万円／㎡ 

スポーツ・レクリエーション系等施設 ３６万円／㎡ ２０万円／㎡ 

学校教育系、子育て支援系等施設 ３３万円／㎡ １７万円／㎡ 

公営住宅 ２８万円／㎡ １７万円／㎡ 

※公共施設等の建築物の更新単価については、建築コストの地域差が考えられるが、国土交

通省の新営予算単価による地域別工事費指数では、東京を１００とした地域別の差は概ね

±１０の範囲であるため、更新単価において地域差は考慮しないこととします。

また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとして想定します。
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■ 長寿命化型推計

長寿命化型推計の令和４４年（２０６２年）までの４０年間の公共建築物の更新費

用の総額は、１,１７２.３億円となり、従来型推計の１，５２０．９億円に比べ約３

４９億円の縮減効果が見込まれます。また、年間更新費用は長寿命化型推計が２９.３

億円で従来型推計が約３８．０億円となり８．７億円の縮減効果が見込まれます。

（2023 年 3 月末時点） 

（１）試算に関する基本的な考え方

 令和元年９月以降に富田林市公共施設個別施設計画の策定を行ってきました。長寿命

化型推計は、従来型推計をもとに長寿命化対策等の効果を反映し、調査年度から４０年

度分の更新費用を試算します。 

学校教育施設以外の個別施設計画は、令和７年度までの長寿命化施設整備計画となっ

ていることから中長期的な効果を見込むことが難しいため、令和４２年度までの今後４

０年間の長期シミュレーションを行っている富田林市学校教育施設長寿命化計画につい

て将来更新費用の推計結果を反映しています。 

（２）数量の考え方

学校教育施設以外の公共建築物は従来型と同様に設定し、学校教育施設は富田林市学

校教育施設長寿命化計画に基づき設定します。 
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（３）耐用年数・更新の考え方

以下の項目を推計条件として設定します。 

■学校教育施設以外の公共建築物

従来型と同様に設定します。

■学校教育施設

「富田林市学校教育施設長寿命化計画」（令和３年７月策定）の試算によります。

①建替え

（ア）更新年数・・・９０年（築年数５０年未満）、７０年（建築後５０年を経過）と

設定します。 

（イ）建替え期間・・建替えは、設計、施工と複数年度にわたり費用がかかることを

考慮し、単年度に負担が集中しないように建替え期間を２年と設定します。 

②大規模改修

（ア）実施年数・・・２５年と設定します。

（イ）修繕期間・・・大規模改修は、設計、施工と複数年度にわたり費用がかかるこ

とを考慮し、単年度に負担が集中しないように修繕期間を２年と設定します。

③長寿命化改修

（ア）実施年数・・・５０年と設定します。

（イ）修繕期間・・・長寿命化改修は、設計、施工と複数年度にわたり費用がかかる

ことを考慮し、単年度に負担が集中しないように修繕期間を２年と設定しま

す。

（４）更新単価の設定の考え方

■学校教育施設以外の公共建築物

従来型と同様に設定します。

公共建築物の種類 更新（建替え） 大規模改修 

市民文化系、社会教育系、行政系等施設 ４０万円／㎡ ２５万円／㎡ 

スポーツ・レクリエーション系等施設 ３６万円／㎡ ２０万円／㎡ 

学校教育系、子育て支援系等施設 ３３万円／㎡ １７万円／㎡ 

公営住宅 ２８万円／㎡ １７万円／㎡ 

※公共施設等の建築物の更新単価については、建築コストの地域差が考えられるが、国土交

通省の新営予算単価による地域別工事費指数では、東京を１００とした地域別の差は概ね

±１０の範囲であるため、更新単価において地域差は考慮しないこととします。

また、建替えに伴う解体、仮移転費用、設計料等については含むものとして想定します。

■学校教育施設の更新（建替え）及び長寿命化改修の単価

公共建築物の種類 更新（建替え） 長寿命化改修 

校舎、園舎 ３３万円／㎡ ２０万円／㎡ 

体育館、武道場、その他 ２２万円／㎡ １２万円／㎡ 



32 

７、道路の将来更新費用の推計「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

 本市が保有する一般道路は、総延長２９万９,０７９ｍ（道路面積２０４万３,１０６

㎡）、また歩行者専用道は、総延長９,６３４ｍ（道路面積６万８,１９９㎡）です。 

 令和４４年（２０６２年）までの４０年間の道路の更新費用は、総額で２６１.０億

円となり、年間更新費用の平均額では約６．５億円となります。 

（2023 年 3 月末時点） 

（１）試算に関する基本的な考え方

将来更新費用の試算については、全整備面積を１５年で割った面積を１年間の舗装部

分の更新量と仮定し、当該面積に更新単価を乗じることとします。 

（２）数量の考え方

数量については、路線ごとではなく、区間ごとに整備していくため、年度別に把握す

ることは困難であり、「道路施設現況調査」（国土交通省）より把握した令和４年度末

（２０２３年３月末）時点の道路の総面積を、舗装部分の更新（打換え）の耐用年数と

して仮定した１５年で割ったものを、１年間の舗装部分の更新量と仮定します。 

（３）耐用年数・更新の考え方

耐用年数については、平成１７年度（２００５年度）国土交通白書によると、道路改

良部分は６０年、舗装部分は１０年となっていますが、更新費用の試算においては、舗

装の打換えについて算定することがより現実的と考えられることから、舗装の耐用年数

の１０年と舗装の一般的な供用寿命の１２～２０年のそれぞれの年数を踏まえ１５年と

します。 

したがって、全整備面積を、この１５年で割った面積の舗装部分を毎年度更新してい

くと仮定します。 

40 年間の整備額 261.0 億円 1 年当たり整備額 6.5 億円

億円

8 

6 

4 

2 

0 

2
0
6
2
 

2
0
5
7
 

2
0
5
2
 

2
0
4
7
 

2
0
4
2
 

2
0
3
7
 

2
0
3
2
 

2
0
2
7
 

2
0
2
2
 

自歩道平均整備額

更新整備分

既存更新分

用地取得分

新規整備分

既存更新分 
（5 箇年度平均）

道路の将来更新費用の推計 



33 

（４）更新単価の設定の考え方

更新単価については、「道路統計年報２００９」（全国道路利用者会議）で示されて

いる、平成１９年度（２００７年度）の舗装補修事業費（決算額）を舗装補修事業量で

割って算定されたものから設定します。 

自転車歩行者道は、一般的に通常の車道の舗装版厚の半分程度であることを踏まえ、

道路単価に道路打換え工の㎡単価（土木工事費積算基準単価）の比率を乗じたものを単

価として設定します。 

（参考）更新単価 

一般道路 ４，７００円／㎡ 

自転車歩行者道 ２，７００円／㎡ 

８、橋梁の将来更新費用の推計「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

本市が保有する橋梁は７７本、総延長面積８,０８３㎡となっています。 

令和４４年（２０６２年）までの４０年間の橋梁の更新費用は、総額で３３．０億円

となり、年間更新費用の平均額では約０．８億円となります。 

（2023 年 3 月末時点） 

40 年間の整備額 33.0 億円 1 年当たり整備額 0.8 億円

億円
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（１）試算に関する基本的な考え方

将来更新費用の試算については、整備年度ごとの構造別の面積に更新単価を乗じて、

調査年度から４０年度分とします。 

（２）数量の考え方

数量については、道路と同様に、「道路施設現況調査」（国土交通省）等より令和４

年度末（２０２３年３月末）時点の橋梁の総面積を把握し、過去６０年分の整備実績を

基に、構造別で年度ごとに算定します。 

（３）耐用年数・更新の考え方

耐用年数については、整備した年度から法定耐用年数の６０年を経た年度に更新する

と仮定します。現在、構造が鋼橋であるものは鋼橋で更新しますが、それ以外の構造の

場合はＰＣ（プレストレスト・コンクリート）橋として更新することを前提とします。 

（４）更新単価の設定の考え方

更新単価については、年度別・構造別でＰＣ（プレストレスト・コンクリート）橋は

４２５千円／㎡、鋼橋は５００千円／㎡を単価として設定します。 

９、上水道の将来更新費用の推計「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

本市が保有する上水道は、総延長４９万７,５３８ｍとなっています。 

令和４４年（２０６２年）までの４０年間の上水道の更新費用は、総額で５０３.３億

円となり、年間更新費用の平均額では約１２．６億円となります。 

（2023 年 3 月末時点）

40 年間の整備額 503.3 億円 1 年当たり整備額 12.6 億円 
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（１）試算に関する基本的な考え方

将来更新費用の試算については、整備年度ごとの管種別及び管径別の延長に更新単価

を乗じる方法で、調査年度から４０年度分を試算します。 

（２）数量の考え方

数量については、水道統計調査（厚生労働省）令和４年度末（２０２３年３月末）時

点の総延長及び管径別の延長のデータを使用し、過去６０年分の整備実績を基に、管径

別で年度ごとに算定します。 

（３）耐用年数・更新の考え方

耐用年数については、整備した年度から法定耐用年数の４０年を経た年度に更新する

と仮定します。 

（４）更新単価の設定の考え方

更新単価については、導水管及び送水管と配水管に分類してそれぞれ管径別に単価を

算出します。 

（参考）更新単価 

管径 導水管／送水管 管径 配水管 

３００㎜未満 

３００～５００㎜未満 

５００～１０００㎜未満 

１０００～１５００㎜未満 

１５００～２０００㎜未満 

２０００㎜以上 

１００千円／ｍ 

１１４千円／ｍ 

１６１千円／ｍ 

３４５千円／ｍ 

７４２千円／ｍ 

９２３千円／ｍ 

４５０㎜以下 

５５０㎜以下 

６００㎜以下 

７００㎜以下 

８００㎜以下 

９００㎜以下 

１０００㎜以下 

１１００㎜以下 

１２００㎜以下 

１３５０㎜以下 

１５００㎜以下 

１６５０㎜以下 

１８００㎜以下 

２０００㎜以上 

１２１千円／ｍ 

１２８千円／ｍ 

１４２千円／ｍ 

１５８千円／ｍ 

１７８千円／ｍ 

１９９千円／ｍ 

２２４千円／ｍ 

２５０千円／ｍ 

２７９千円／ｍ 

６２８千円／ｍ 

６７８千円／ｍ 

７３８千円／ｍ 

８１０千円／ｍ 

９２３千円／ｍ 

管径 配水管 

１５０㎜以下 

２００㎜以下 

２５０㎜以下 

３００㎜以下 

３５０㎜以下 

４００㎜以下 

９７千円／ｍ 

１００千円／ｍ 

１０３千円／ｍ 

１０６千円／ｍ 

１１１千円／ｍ 

１１６千円／ｍ 

※出典：：地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書
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１０、下水道の将来更新費用の推計「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

本市が保有する下水道は、総延長４３万６,３８７ｍとなっています。 

令和４４年（２０６２年）までの４０年間の下水道の更新費用は、総額で４６６．６

億円となり、年間更新費用の平均額では約１１．７億円となります。

（2023 年 3 月末時点） 

（１）試算に関する基本的な考え方

将来更新費用の試算については、整備年度ごとの管種別の延長に更新単価を乗じて、

調査年度から４０年度分とします。 

（２）数量の考え方

数量については、「下水道事業に関する調書」（国土交通省）より、令和４年度末

（２０２３年３月末）時点の総延長及び管径別の延長を把握できるため、これにより過

去６０年分の管種別の年度ごとの延長により算定します。 

（３）耐用年数・更新の考え方

耐用年数については、整備した年度から法定耐用年数の５０年を経た年度に更新する

と仮定します。 

（４）更新単価の設定の考え方

更新単価については、更生管のときは布設替えを前提とし、コンクリート管等のその

他の管のときは更生工法を前提として単価を設定します。 

なお、布設替えを前提とする更生管の単価の設定にあたっては、「流域別下水道整備

総合計画調査指針」等を参考にしています。 

40 年間の整備額 466.6 億円 1 年当たり整備額 11.7 億円 
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（参考）更新単価 

管種 耐用年数 更新単価 備考 

コンクリート管・陶管・塩ビ管
５０年 １２４千円／ｍ 

更生工法を前提 

更生管 布設替えを前提 

１１、公園の将来更新費用の推計 

本市が保有する公園の将来更新費用については、富田林市公園施設長寿命化計画（ 

令和 2年度）において推計された年次別事業費を引用するものとします。 

１２、公共施設等の将来更新費用の推計「令和４年度末（２０２３年３月末）時点」 

令和４４年（２０６２年）までの４０年間の公共建築物の将来更新費用の推計と、イ

ンフラの将来更新費用の推計を合計すると下表になり、更新費用の総額は２，４８７．

４億円、年間更新費用の平均額は約６２．２億円となります。 

（2023 年 3 月末時点） 

（参考）投資的経費の推移 ５ヵ年の平均額：３,８１７,４８０千円 （単位：千円） 

年度 
平成 30 年度 

(2018 年度) 

令和元年度 

(2019 年度) 

令和 2 年度

(2020 年度) 

令和 3 年度

(2021 年度) 

令和 4 年度 

(2022 年度) 

普通建設事業費 3,964,773 5,912,684 4,149,174 2,586,421 2,158,767 

災害復旧事業費 266,465 25,245 12,659 4,969 6,243 

合計 4,231,238 5,937,929 4,161,833 2,591,390 2,165,010 

※投資的経費…支出の効果が資本形成として現れる経費。
※普通建設事業費…道路、橋梁、学校、公園等各種社会資本の新増設事業に必要な経費。
※災害復旧事業費…大雨、暴風、地震等の災害により被災した公共施設等を復旧するための
経費。

直近 5 年平均投資額 
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第４節 まとめ 

本市の人口は、減少傾向が継続し、１５歳～６４歳までの生産年齢人口の構成割合も

大きく変化すると推計されています。また、高齢化率も上昇が続き、今後、ますます人

口減少、高齢化が進むと予測されています。 

 このことにより、本市財源の根幹となる市税等の自主財源は減少し、地方交付税等の

依存財源の割合が増加する一方で、社会保障費の自然増により歳出額が増加すること

で、財政構造は更に厳しくなると考えられます。また、公営企業会計においても、給水

人口が減少する中で、水道施設の老朽化対策による収支状況の悪化が予想されていま

す。 

 このような状況下において、今後４０年間に要する公共施設等の更新費用は、総額２,

４８９．８億円、年平均で６２．２億円と、これまでに本市が投入してきた投資的経費

の２倍以上の予算が必要との試算となっています。 

 本市の公共建築物については、建築後３０年を経過しているものが７５％近くを占

め、老朽化対策や耐震化等を進める必要がありますが、現在の施設数のまま更新や大規

模改修することは、厳しい財政状況が見込まれる中で、将来への負担を勘案しても不可

能な状況です。 

令和１０年度（２０２８年度）以降、歳出推計額が歳入推計額を上回る推計となって

いることからも、公共施設等の適切な更新や大規模改修に要する財源を確保するため、

公共施設マネジメントを着実に推進し、公共建築物の統廃合等による総量の最適化や長

寿命化等を進め、持続可能な財政運営を堅持する必要があります。 

（２０２４年２月 財政推計） 


